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１ はじめに 

 木造住宅で２階建て延床面積が 500 ㎡未満の建物は、確認申請では４号建物と言われ仕

様規定のみで、構造計算による安全確認まで求められていない。 

 平成 17 年 11 月 17 日国土交通省で発表された姉歯事件の影響より、住宅局建築指導課の

ホームページでは、「一級建築士の懲戒処分について」、平成 17 年度から掲載されている。

一級建築士である事から木造住宅については無縁のように思えるが、内容の中には添付資

料にあるように木造に関する事も記載されている。 

 処分内容のみでは、木造に関する事か否かが不明な処分もあるが、多くの設計者が間違

って解釈している事もあるのではと思い、木造の基礎に関する建築基準法について再度復

習し確認する講義とする。 

 関係する建築基準法 20 条、施行令 38 条、93 条、告示 1347 号、1113 号について説明し

仕様から外れた場合の構造計算による裏づけができるように、べた基礎の構造計算方法を、

山辺先生の文献「ヤマベの木構造」を使用して説明する。 

 

２ 処分内容 

  国土交通省 平成 24 年 12 月 25 日 「一級建築士の懲戒処分等について」 

 ①処分の内容 

  平成 25 年４月１日から業務停止３月 

 ②処分の原因となった事実 

  広島県内の建築物(１物件(建築確認：平成 20 年２月)について、株式会社共栄店舗一

級建築士事務所(広島県知事登録 06(１)第 0290 号)の業務に関し、設計者として、建築

基準法第 20 条に違反する設計(建築基準法施行令第 38 条第３項及び第４項による｢建築

物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件｣(平成 12 年建設省告示第 1347 号)

第一第４項第１号により準用する同第３項第２号及び第３号の規定によれば、建築物の

基礎を布基礎とする場合、木造の建築物の土台の下にあっては、連続した立上り部分を

地上部で 30cm 以上としなければならないが、一部で立上り寸法が不足しており、また同

告示第二による構造計算の基準も満たさない設計)を行った。 

 

３ 抵触した建築基準法 

 【施行令第 38 条】 

 第３項：建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交

通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ

13ｍ又は延べ面積 3000 ㎡を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面

積１㎡につき 100kN を超えるものにあっては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあ

っては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。 

 第４項：前２項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構

造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。 

【平成 12 年建設省告示第 1347 号】 

第一第３項：建築物の基礎をべた基礎する場合にあっては、次に定めるところによらな
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ければならない。 

第３号：立上り部分の高さは地上部分で 30cm 以上と、立上り部分の厚さは 12cm 以上と、

基礎の底盤の厚さは 12cm 以上とすること。 

 

４ 基礎構造計算例 


